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本委員会では、判定申請受付基準に則とり部会受付シートの事前調査により判定受付を行って

いる。従って、現状は軽量鉄骨造建物の判定は行っていないが、下記の条件を全て満足する場合

については今後判定受付けを行うこととする。 
 
条件①  設計図書があること。 但し、建物全体について調査を行い、確実に復元図が作成

された場合は設計図書がなくても良い。 
【復元図】・意匠図（平面図、立面図、仕上表及び矩計図等） 

・構造図（伏図、軸組図、リスト、柱脚詳細図、接合部及び継手仕口等） 
※基礎及び地中梁調査は原則として必要であるが、十分に安全性が確認

され問題ない場合は省くことができる。 
 
条件②  受付部会シート及び「福岡県建築物耐震診断・耐震改修マニュアル（平成 25年改訂）」

付録 1-3に示す現地調査を建物全体について行い、問題がないことを確認すること。 
      ※軽量鉄骨は設置部位により保存状態が異なる可能性が高いため、原則として建物

全体について調査すること。（見え掛かり部分の調査では、十分とは言えない。） 
  
条件③  軽量鉄骨造建物については、公的機関等によって認定された耐震診断基準・指針 

等がないため、「福岡県建築物耐震診断・耐震改修マニュアル（平成 25年改訂）」 
付録 1-3を参考として耐震診断を行うこと。 
  

条件④  軽量鉄骨造建物を補強する場合、薄板に対する現場溶接による耐力低下及び施工 
に対する検証が困難であるため、原則として耐震改修計画については判定を行わ 
ない。但し、十分に施工性が検討され、耐力向上が確認できる場合は耐震改修計 
画を判定する。 
  

軽量鉄骨造建物とは、板厚６㎜未満かつ 2.3 ㎜以上の下記部材を柱・梁及び小屋組など構
造耐力上主要な部分などに使用した３階建以下の建物とする。 
・Ｌ形鋼 ・リップみぞ形鋼 ・溶接軽量Ｈ形鋼（但し、ウェブは対象外） 
・角型鋼管 ・鋼管      ※Ｈ形鋼、ＣＴ形鋼、みぞ形鋼は対象外とする。 

 
【参考資料】 

 ・資料１ 「佐賀県建築物耐震性能判定特別委員会 判定申請受付基準」 
・資料２ 「福岡県建築物耐震診断・耐震改修マニュアル（平成 25年改訂）」 

付録 1-3 軽量鉄骨造建物の耐震診断と耐震改修について 



 資料１ 

■ 佐賀県建築物耐震性能判定特別委員会 判定申請受付基準               

                  

１．本協会は、この佐賀県建築物耐震性能判定特別委員会細則第２条による、判定申請受付基準

に則とり、下記の方法により耐震判定に関する業務を受け付けるものとする。 

 ② 鉄骨造建築物 

   通常の設計・施工法により建設された建築物を対象とする。 

    但し、診断基準などにより耐震性能の評価が不能と判断される下記の建築物については、

原則として判定は行わない。 

  ・火災により骨組みが著しく損傷を受けている建築物。 

    ※「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」

(1999 年版)の適用の範囲を参照する。 

 

Ⅳ．受付部会シート     ※ 該当する建物について記入する。 

Ⅱ 鉄骨造建築物 

① 通常の設計・施工法により建設されていない。  □はい □いいえ 

② 軽量形鋼および薄板材からなる建物である。  □はい □いいえ 

③ 火災又は地震等により骨組みが著しく損傷を受けている。  □はい □いいえ 

④ 柱の傾斜量が層間変形角で 1/120 以上である。  □はい □いいえ 

⑤ 基礎の不同沈下量が柱間隔の 1/120以上である。  □はい □いいえ 

⑥ 構造耐力上主要な部材および接合部に著しい腐食が認められる。  □はい □いいえ 

 （断面欠損１０％以上）  

⑦ 柱・梁部材に著しい横座屈、局部座屈等の変形が認められる。  □はい □いいえ 

⑧ 接合部、継手に著しい亀裂・変形が認められる。  □はい □いいえ 

⑨ 現地調査により、設計図書どおりの施工が行われていることが確認できない。  □はい □いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２ 

■ 「福岡県建築物耐震診断・耐震改修マニュアル（平成 25年改訂）」 
付録 1-3 軽量鉄骨造建物の耐震診断と耐震改修について 

                                

 


